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Ⅰ はじめに 

 

1 趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条に、「教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、そ

の結果に関する報告書を議会に提出し、公表しなければならない」とされてい

ます。また、点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るもの、とされています。 

この報告書は、同法の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに、市民への説明責任を果たしていくため、本市教育委員会が行った主な施

策・事業の取組の状況をまとめたものとなります。 

 

 

2 実施方法 

 本市では、教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、「藤沢

市教育振興基本計画」を策定しています。点検・評価については、本計画に位

置付けられた事業のうち、教育委員会に関わる全事業を対象とし、事業主管課

が自己評価方式による点検・評価を実施した後、学識経験者等の評価委員によ

り、点検・評価を実施いたします。 

このうち、特に点検・評価が必要と思われる事業を重点事業と定めて抽出し、

事業の進捗状況・効果等を明らかにし、課題や問題点などを分析した上で、次

年度に向けて改善、見直しができるよう、取り組んでいます。 

また、本点検・評価は、藤沢市教育振興基本計画の進行管理も兼ねており、

教育委員会に関わる事業だけでなく、本計画に位置付けられている全事業につ

いても自己評価を実施し、次年度以降の施策の推進や改善に反映することで、

より着実に計画を推進しています。 
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